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支援

C L O S E  U
P

■
申
請
期
限

令
和
６
年
８
月
３０
日（
金
）※

消
印
有
効

【
子
ど
も
連
れ
で
離
婚
し
た
方
へ
】

　
　

基
準
日
に
お
い
て
対
象
世
帯
で
あ
り
、

令
和
５
年
１２
月
１
日
以
降
に
子
ど
も
連
れ

で
離
婚
し
た
方
は
受
給
で
き
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
令
和
６
年
５
月
３１
日
ま
で
に

申
請
が
必
要
で
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
修
正
申
告
を
し
た
方
や
Ｄ
Ｖ
等
を

　
　
　
　
　
理
由
に
避
難
し
て
い
る
方
へ
】

　
　

令
和
５
年
度
の
住
民
税
の
修
正
申
告

を
し
た
方
が
い
る
世
帯
で
、
新
た
に
対
象

世
帯
と
な
っ
た
方
や
、
配
偶
者
や
そ
の
他

親
族
か
ら
の
暴
力
等
を
理
由
に
避
難
し
、

住
民
票
を
移
さ
ず
香
南
市
に

お
住
ま
い
の
方
は
、
受
給

で
き
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、ご
相
談

く
だ
さ
い
。

環境

C L O S E  U
P

問

☎

問

☎

■
電
動
式
生
ご
み
処
理
機

購
入
事
業
費
補
助
金

【
補
助
対
象
者
】

　
　

香
南
市
に
住
所
が
あ
り
、
市
税
を
滞

納
し
て
い
な
い
方
。ま
た
設
置
後
、
適
正

に
維
持
管
理
が
で
き
る
方
。

【
補
助
対
象
機
器
】
香
南
市
内
の
販
売

店
で
購
入
し
た
『
電
動
式
生
ご
み
処
理

機
』（
処
理
能
力
１.０
㎏
／
日
以
上
）

※

通
販
等
で
購
入
し
た
も
の
は
対
象
外

【
補
助
額
】
購
入
金
額
の
２
分
の
１
以
内

（
補
助
金
上
限
５
０
，０
０
０
円
、１
，０
０

０
円
未
満
切
り
捨
て
）

【
申
請
方
法
】

①
電
動
式
生
ご
み
処
理
機
を
香
南
市

内
で
購
入
す
る

②
市
役
所
環
境
対
策
課
へ
交
付
申
請

書
を
提
出
す
る

【
持
参
す
る
も
の
】

　
　

領
収
書
原
本
、
生
ご
み
処
理
機
の
保

証
書
の
写
し
、申
請
者
の
振
込
先
通
帳

■
生
ご
み
処
理
バ
ケ
ツ

購
入
あ
っ
せ
ん

【
価
格
】　

２
個
セ
ッ
ト
で
２
，３
１
０
円　

※

交
互
に
使
っ
て
い
た
だ
く
と
便
利
で
す

【
販
売
場
所
】　

環
境
対
策
課
・
各
支
所

【
購
入
方
法
】
販
売
場
所
窓
口
で
、
申

請
書
へ
必
要
事
項
を
記
入
し
購
入

■
古
紙
等
集
団
回
収
奨
励
金

【
金
額
】　
１
㎏
あ
た
り
４
円

【
対
象
品
目
】　

新
聞
紙
、書
籍
雑
誌
類
、

飲
料
用
紙
パ
ッ
ク
、段
ボ
ー
ル
、布
類

【
交
付
対
象
と
な
る
団
体
】

　
　

当
該
年
度
に
２
回
以
上
の
集
団
回

収
を
実
施
す
る
、
営
利
を
目
的
と
し
な

い
住
民
団
体

※

事
前
に
環
境
対
策
課
に
登
録
申
請
が
必

要
で
す

香
南
市
で
は
、可
燃
ゴ
ミ
の
減
量
化

推
進
を
図
る
た
め
に
、次
の
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

■
対
象

令
和
５
年
１２
月
１
日
（
基
準

日
）
時
点
で
香
南
市
に
住
民
登
録
が
あ

り
、
令
和
５
年
度
の
住
民
税
非
課
税
世

帯
お
よ
び
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
で
、

住
民
票
上
、
同
一
世
帯
と
な
っ
て
い
る

１８
歳
以
下
（
平
成
１７
年
４
月
２
日
生
ま

れ
以
降
）の
子
ど
も
の
い
る
世
帯

※

施
設
入
所
児
童（
児
童
養
護
施
設
、乳
児
院
、

障
害
児
入
所
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
児
童
）

は
住
民
票
上
、同
一
世
帯
で
も
給
付
対
象
外

■
給
付
額

児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円

■
申
請
手
続
き

対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
の
世
帯
主
の

方
に
手
続
き
の
案
内
を
５
月
中
に
発
送

し
ま
す
。
内
容
を
確
認
後
、
必
要
事
項

を
記
入
し
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
た
だ
し
、「
令
和
５
年
１２
月
２
日
か
ら
令

和
６
年
８
月
３０
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
ど

も
」や「
別
世
帯
で
あ
る
が
扶
養
し
て
い
る

１８
歳
以
下
の
子
ど
も
」に
つ
い
て
は
、受
給

す
る
た
め
に
は
別
途
申
請
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏

ま
え
、特
に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き
い
低
所
得
世
帯（
子
育
て

世
帯
）に
対
し
、給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

低
所
得
世
帯
価
格
高
騰

支
援
給
付
金（
こ
ど
も
加
算
支
給
分
）

燃
え
る
ゴ
ミ
を
減
ら
そ
う

各
種
補
助
事
業

手話は、ろう者にとって意思疎通を図るうえで欠か
せない言語です。

■福祉事務所　☎57-8509

ら

手話言語の理解の促進や普及に関し基本理

ら

者と
ろう者以外の方がお互いを尊重し合いなが
ら共生する地域社会を実現します

ろう者が手話言語による意思疎通を円滑に
図る権利を有することを前提に、市民一人一
人がお互いを理解し、人格と個性を尊重す
ることにより、心豊かに共生する地域社会の
実現を目指します

ろう者が手話言語による意思疎通を円滑に
図る権利を有することを前提に、市民一人一
人がお互いを理解し、人格と個性を尊重す
ることにより、心豊かに共生する地域社会の
実現を目指します

市が主催する講演会等

への手話通訳者と要約

筆記者の配置に取り組

んでいます

市民は、手話言語に関する市の施策に協力

整備に努めます

住民の方を対象に、手

話の習得と、ろう者への

理解を深めることを目

指した手話奉仕員養成

講座を開催しています。

施策を推進します

手話言語を普及し、ろう者が手話言語を使用
しやすい環境の整備が図られるよう、必要な
施策を推進します

市長の定例記者会
見動画を手話通訳
付きで配信します

広報誌の中でワンポイント手話コ
ーナーを始める予定です

障害者理解の一環として市職員を対象に手
話研修を始めます

目 的
基本理念

市の責務

市民などの責務

住民の方

話の習得

理解を深

市が主催

への手話

筆記者の

講座を開

市長の定
見動画を
付きで配

広報誌の
ーナーを

◀香南市公式
YouTubeチャンネル

▲昨年の手話奉仕員養成講座

手手話言手話手話言語

者以者以う者ろううろろ 者以ろうう者者ろう者以
生す共共ら共共ら共生ら共生ら共生ら共生すら共生す

地域に出向き出前講座を開催し、手話の普
及啓発を行います

▲パートナーシップ宣誓制度
　１周年記念講演会

話研修を
障害者理

地域に出
及啓発を

度度

　　

とと
がががが

用用
なな

民は、市市民民市 はは市市民は、

※今年度の募集は終了しました
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